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株式会社千葉銀行が実施する 

株式会社紀伊乃国屋に対する 

ポジティブ・インパクト・ファイナンスに係る 
第三者意見  

 
    

株式会社日本格付研究所（JCR）は、株式会社千葉銀行が実施する株式会社紀伊乃国屋に対するポジティ

ブ・インパクト・ファイナンス（PIF）について、国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパ

クト・ファイナンス原則への適合性に対する第三者意見書を提出しました。 

本件は、環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置されたポジティブイン

パクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンスの基本的考え方」への整合性も併

せて確認しています。 

 

 

＊詳細な意見書の内容は次ページ以降をご参照ください。 
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第三者意見書 
2024 年 9 月 30 日 

株式会社 日本格付研究所 
 

 

 

評価対象： 
株式会社紀伊乃国屋に対するポジティブ・インパクト・ファイナンス 

貸付人：株式会社千葉銀行 

評価者：株式会社ちばぎん総合研究所 

第三者意見提供者：株式会社日本格付研究所（JCR） 

 
 
 

結論： 
本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジティブ・イン
パクト・ファイナンス原則に適合している。 
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置さ
れたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトフ
ァイナンスの基本的考え方」と整合的である。 
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I. JCR の確認事項と留意点 
JCR は、千葉銀行が株式会社紀伊乃国屋（「紀伊乃国屋」）に対して実施する中小企業向

けのポジティブ・インパクト・ファイナンス（PIF）について、株式会社ちばぎん総合研究

所による分析・評価を参照し、国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP FI）の策定した

PIF 原則に適合していること、および、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第

2 項（4）に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめ

た「インパクトファイナンスの基本的考え方」と整合的であることを確認した。 
PIF とは、SDGs の目標達成に向けた企業活動を、金融機関が審査・評価することを通じ

て促進し、以て持続可能な社会の実現に貢献することを狙いとして、当該企業活動が与える

ポジティブなインパクトを特定・評価の上、融資等を実行し、モニタリングする運営のこと

をいう。 
PIF 原則は、4 つの原則からなる。すなわち、第 1 原則は、SDGs に資する三つの柱（環

境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できること、なおかつネガティブな影響

を特定し対処していること、第 2 原則は、PIF 実施に際し、十分なプロセス、手法、評価ツ

ールを含む評価フレームワークを作成すること、第 3 原則は、ポジティブ・インパクトを測

るプロジェクト等の詳細、評価・モニタリングプロセス、ポジティブ・インパクトについて

の透明性を確保すること、第 4 原則は、PIF 商品が内部組織または第三者によって評価さ

れていることである。 
UNEP FI は、ポジティブ・インパクト・ファイナンス・イニシアティブ（PIF イニシア

ティブ）を組成し、PIF 推進のためのモデル・フレームワーク、インパクト・レーダー、イ

ンパクト分析ツールを開発した。千葉銀行は、中小企業向けの PIF の実施体制整備に際し、

ちばぎん総合研究所と共同でこれらのツールを参照した分析・評価方法とツールを開発し

ている。ただし、PIF イニシアティブが作成したインパクト分析ツールのいくつかのステッ

プは、国内外で大きなマーケットシェアを有し、インパクトが相対的に大きい大企業を想定

した分析・評価項目として設定されている。JCR は、PIF イニシアティブ事務局と協議し

ながら、中小企業の包括分析・評価においては省略すべき事項を特定し、千葉銀行及びちば

ぎん総合研究所にそれを提示している。なお、千葉銀行は、本ファイナンス実施に際し、①

中小企業基本法及び信用保証協会法に定める「中小企業者」に該当しない企業である。②全

てのインパクトエリア/トピックの分析に耐えうる情報開示や体制がある（公募債の発行が

あること等が目安）。の 2 つの項目のうち 1 つでも該当しない場合は中小企業としている。 
JCR は、中小企業のインパクト評価に際しては、以下の特性を考慮したうえで PIF 原則

との適合性を確認した。 
① SDGs の三要素のうちの経済、PIF 原則で参照するインパクトエリア/トピックにお

ける社会経済に関連するインパクトの観点からポジティブな成果が期待できる事業
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主体である。ソーシャルボンドのプロジェクト分類では、雇用創出や雇用の維持を目

的とした中小企業向けファイナンスそのものが社会的便益を有すると定義されてい

る。 
② 日本における企業数では全体の 99.7％を占めるにもかかわらず、付加価値額では

52.9％にとどまることからもわかるとおり、個別の中小企業のインパクトの発現の仕

方や影響度は、その事業規模に従い、大企業ほど大きくはない。1 
③ サステナビリティ実施体制や開示の度合いも、上場企業ほどの開示義務を有してい

ないことなどから、大企業に比して未整備である。 
 

II. PIF 原則への適合に係る意見 
PIF 原則 1 
SDGs に資する三つの柱（環境・社会・経済）に対してポジティブな成果を確認できるこ

と、なおかつネガティブな影響を特定し対処していること。 
SDGs に係る包括的な審査によって、PIF は SDGs に対するファイナンスが抱えている

諸問題に直接対応している。 

千葉銀行及びちばぎん総合研究所は、本ファイナンスを通じ、紀伊乃国屋の持ちうるイン

パクトを、UNEP FI の定めるインパクトエリア/トピックおよび SDGs の 169 ターゲット

について包括的な分析を行った。 
この結果、紀伊乃国屋がポジティブな成果を発現するインパクトエリア/トピックを有し、

ネガティブな影響を特定しその低減に努めていることを確認している。 
SDGs に対する貢献内容も明らかとなっている。 
 

PIF 原則 2 
PIF を実行するため、事業主体（銀行・投資家等）には、投融資先の事業活動・プロジェ

クト・プログラム・事業主体のポジティブ・インパクトを特定しモニターするための、十

分なプロセス・方法・ツールが必要である。 

JCR は、千葉銀行が PIF を実施するために適切な実施体制とプロセス、評価方法及び評

価ツールを確立したことを確認した。 
 
(1) 千葉銀行は、本ファイナンス実施に際し、以下の実施体制を確立した。 

                                                   
1 経済センサス活動調査（2016 年）。中小企業の定義は、中小企業基本法上の定義。業種によって異な

り、製造業は資本金 3 億円以下または従業員 300 人以下、サービス業は資本金 5 千万円以下または従業

員 100 人以下などだ。小規模事業者は製造業の場合、従業員 20 人以下の企業をさす。 
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(出所：千葉銀行提供資料) 
 
(2) 実施プロセスについて、千葉銀行では社内規程を整備している。 

 
(3) インパクト分析・評価の方法とツール開発について、千葉銀行からの委託を受けて、

ちばぎん総合研究所が分析方法及び分析ツールを、UNEP FI が定めた PIF モデル・

フレームワーク、インパクト分析ツールを参考に確立している。 
 

PIF 原則 3 透明性 
PIF を提供する事業主体は、以下について透明性の確保と情報開示をすべきである。 
・本 PIF を通じて借入人が意図するポジティブ・インパクト 
・インパクトの適格性の決定、モニター、検証するためのプロセス 
・借入人による資金調達後のインパクトレポーティング 

PIF 原則 3 で求められる情報は、全てちばぎん総合研究所が作成した評価書を通して銀

行及び一般に開示される予定であることを確認した。 
 

PIF 原則 4 評価 
事業主体（銀行・投資家等）の提供する PIF は、実現するインパクトに基づいて内部の

専門性を有した機関または外部の評価機関によって評価されていること。 

本ファイナンスでは、ちばぎん総合研究所が、JCR の協力を得て、インパクトの包括分



              
 

 - 5 -  
 

析、特定、評価を行った。JCR は、本ファイナンスにおけるポジティブ・ネガティブ両側面

のインパクトが適切に特定され、評価されていることを第三者として確認した。 
 

III. 「インパクトファイナンスの基本的考え方」との整合に係る意見 
インパクトファイナンスの基本的考え方は、インパクトファイナンスを ESG 金融の発展

形として環境・社会・経済へのインパクトを追求するものと位置づけ、大規模な民間資金を

巻き込みインパクトファイナンスを主流化することを目的としている。当該目的のため、国

内外で発展している様々な投融資におけるインパクトファイナンスの考え方を参照しなが

ら、基本的な考え方をとりまとめているものであり、インパクトファイナンスに係る原則・

ガイドライン・規制等ではないため、JCR は本基本的考え方に対する適合性の確認は行わ

ない。ただし、国内でインパクトファイナンスを主流化するための環境省及び ESG 金融ハ

イレベル・パネルの重要なメッセージとして、本ファイナンス実施に際しては本基本的考え

方に整合的であるか否かを確認することとした。 
本基本的考え方におけるインパクトファイナンスは、以下の 4 要素を満たすものとして

定義されている。本ファイナンスは、以下の 4 要素と基本的には整合している。ただし、要

素③について、モニタリング結果は基本的には借入人である紀伊乃国屋から貸付人である

千葉銀行及び評価者であるちばぎん総合研究所に対して開示がなされることとし、可能な

範囲で対外公表も検討していくこととしている。 

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大なネガティブイ

ンパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少なくとも一つの側面におい

てポジティブなインパクトを生み出す意図を持つもの 
要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの 
要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの 
要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切なリスク・リタ

ーンを確保しようとするもの 

また、本ファイナンスの評価・モニタリングのプロセスは、本基本的考え方で示された評

価・モニタリングフローと同等のものを想定しており、特に、企業の多様なインパクトを包

括的に把握するものと整合的である。 
 

IV. 結論 
以上の確認より、本ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブの策定したポジテ

ィブ・インパクト・ファイナンス原則に適合している。 
また、環境省の ESG 金融ハイレベル・パネル設置要綱第 2 項（4）に基づき設置された

ポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナンス
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の基本的考え方」と整合的である。 
 

（第三者意見責任者） 
株式会社日本格付研究所 
サステナブル・ファイナンス評価部長 
 

 
                   
梶原 敦子 
 
 
 
 

 

担当主任アナリスト 

 
                    
川越 広志 

担当アナリスト 

 
                     
日野 響 
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本第三者意見に関する重要な説明 

1. JCR 第三者意見の前提・意義・限界 
日本格付研究所（JCR）が提供する第三者意見は、事業主体及び調達主体の、国連環境計画金融イニシ

アティブの策定したポジティブ・インパクト金融(PIF)原則への適合性及び環境省 ESG 金融ハイレベル・
パネル内に設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファ
イナンスの基本的考え方」への整合性に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明であり、当該ポ
ジティブ・インパクト金融がもたらすポジティブなインパクトの程度を完全に表示しているものではあ
りません。 
本第三者意見は、依頼者である調達主体及び事業主体から供与された情報及び JCR が独自に収集した

情報に基づく現時点での計画又は状況に対する意見の表明であり、将来におけるポジティブな成果を保
証するものではありません。また、本第三者意見は、PIF によるポジティブな効果を定量的に証明するも
のではなく、その効果について責任を負うものではありません。本事業により調達される資金が同社の
設定するインパクト指標の達成度について、JCR は調達主体または調達主体の依頼する第三者によって
定量的・定性的に測定されていることを確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありませ
ん。 

2. 本第三者意見を作成するうえで参照した国際的なイニシアティブ、原則等 
本意見作成にあたり、JCR は、以下の原則等を参照しています。 
国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブ・インパクト金融原則 
環境省 ESG 金融ハイレベル・パネル内ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース 

「インパクトファイナンスの基本的考え方」 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 
本第三者意見を提供する行為は、JCR が関連業務として行うものであり、信用格付業にかかる行為と

は異なります。 

4. 信用格付との関係 
本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供す

ることを約束するものではありません。 

5. JCR の第三者性 
本 PIF の事業主体または調達主体と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関

係等はありません。 
 

 

 

■留意事項 
本文書に記載された情報は、JCR が、事業主体または調達主体及び正確で信頼すべき情報源から入手したものです。ただし、当該

情報には、人為的、機械的、またはその他の事由による誤りが存在する可能性があります。したがって、JCR は、明示的であると黙
示的であるとを問わず、当該情報の正確性、結果、的確性、適時性、完全性、市場性、特定の目的への適合性について、一切表明保
証するものではなく、また、JCR は、当該情報の誤り、遺漏、または当該情報を使用した結果について、一切責任を負いません。JCR
は、いかなる状況においても、当該情報のあらゆる使用から生じうる、機会損失、金銭的損失を含むあらゆる種類の、特別損害、間
接損害、付随的損害、派生的損害について、契約責任、不法行為責任、無過失責任その他責任原因のいかんを問わず、また、当該損
害が予見可能であると予見不可能であるとを問わず、一切責任を負いません。本第三者意見は、評価の対象であるポジティブ・イン
パクト・ファイナンスにかかる各種のリスク（信用リスク、価格変動リスク、市場流動性リスク、価格変動リスク等）について、何
ら意見を表明するものではありません。また、本第三者意見は JCR の現時点での総合的な意見の表明であって、事実の表明ではなく、
リスクの判断や個別の債券、コマーシャルペーパー等の購入、売却、保有の意思決定に関して何らの推奨をするものでもありません。
本第三者意見は、情報の変更、情報の不足その他の事由により変更、中断、または撤回されることがあります。本文書に係る一切の
権利は、JCR が保有しています。本文書の一部または全部を問わず、JCR に無断で複製、翻案、改変等をすることは禁じられていま
す。 

■用語解説   
第三者意見：本レポートは、依頼人の求めに応じ、独立・中立・公平な立場から、銀行等が作成したポジティブ・インパクト・ファ
イナンス評価書の国連環境計画金融イニシアティブのポジティブ・インパクト金融原則への適合性について第三者意見を述べたもの
です。  
事業主体：ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実施する金融機関をいいます。 
調達主体：ポジティブ・インパクト・ビジネスのためにポジティブ・インパクト・ファイナンスによって借入を行う事業会社等をい
います。 

■サステナブル・ファイナンスの外部評価者としての登録状況等   
・国連環境計画 金融イニシアティブ ポジティブインパクト作業部会メンバー  
・環境省 グリーンボンド外部レビュー者登録 
・ICMA (国際資本市場協会に外部評価者としてオブザーバー登録) ソーシャルボンド原則作業部会メンバー 
・Climate Bonds Initiative Approved Verifier (気候債イニシアティブ認定検証機関) 
 

■本件に関するお問い合わせ先 
情報サービス部  TEL：03-3544-7013 FAX：03-3544-7026 

    



 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２４年９月３０日 

株式会社 ちばぎん総合研究所 

株式会社紀伊乃国屋 

ポジティブ・インパクト・ファイナンス評価書 



 

 

1 

 

本文書は、千葉銀行が株式会社紀伊乃国屋（以下、「紀伊乃国屋」）に対してポジティブ・インパクト・

ファイナンス（以下、「ＰＩＦ」）を実施するにあたって、紀伊乃国屋の事業活動が自然環境・社会・社

会経済に及ぼすインパクト（ポジティブな影響及びネガティブな影響）を分析・評価するものである。 

この分析・評価は、株式会社日本格付研究所の協力を得て、国際環境計画・金融イニシアティブ（Ｕ

ＮＥＰ ＦＩ）が提唱した「ポジティブ・インパクト金融原則」及びＥＳＧ金融ハイレベル・パネル設置

要綱第２項（４）に基づき設置されたポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「イ

ンパクトファイナンスの基本的考え方」に則った上で、ちばぎん総合研究所が千葉銀行と共同で開発し

た評価体系に基づいている。 

 

今回実施予定のポジティブ・インパクト・ファイナンス概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行予定日および返済期日 2024年9月30日～2027年9月25日

（モニタリング期間） 3年

金額 1億円

資金使途 運転資金



 

 

2 

 

1. 企業概要とサステナビリティ 
 

 企業概要 
紀伊乃国屋は、「すべてのお客様を自分の大切な人と思い、心のこもったおもてなしで、やすらぎと感

動を提供する」を果たすべき使命に掲げ、千葉県安房郡鋸南町を拠点として旅館業を運営している。 

都心から１時間強の距離に位置する鋸南町は、山や海に囲まれた環境にあり、農水産業を基幹産業と

する。紀伊乃国屋は、同町の海沿いを中心にコンセプトの異なる８軒の宿と１軒のサウナカフェを展開

しており、その豊かな自然を堪能できる旅館として人気が高く、着実に業績を拡大している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所：当社ウェブページ、以下記載のない画像は同じ） 

会社概要

企業名

所在地

資本金

創立

従業員数

事業内容

　さざね（千葉県安房郡鋸南町竜島972-1）

　ａｍａｎｅ（千葉県安房郡鋸南町元名1016）

　ＤＡＮＱＯＯ（千葉県南房総市久枝778-1）

　みささ（千葉県安房郡鋸南町竜島973-5）

事業拠点

　安房温泉 紀伊乃国屋（千葉県安房郡鋸南町竜島970-6）

　紀伊乃国屋 別亭（千葉県安房郡鋸南町竜島970-6）

　お宿ひるた（千葉県安房郡鋸南町竜島973）

　ゆうみ（千葉県安房郡鋸南町元名442）

　ゆうみ Ｓａｕｎａ Ｃａｆｅ（千葉県安房郡鋸南町元名435）

　旅館業

　株式会社 紀伊乃国屋

　千葉県安房郡鋸南町竜島970-6

　30,000,000円

　1988年6月1日

　239　名　（2024年5月末時点）
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沿革

1955年 　簡易宿泊施設「清和荘（現　お宿ひるた）」を開業

1974年 　建て替えし、「紀伊の国屋」としてリニューアルオープン

1982年 　「新館　紀伊の国屋（現　安房温泉 紀伊乃国屋）」を新規取得開業

1988年 　「有限会社紀伊の国屋」を設立

1989年 　温泉掘削にて温泉権を所有、「安房温泉」誕生

2002年 　「紀伊の国屋」を全面改装、「お宿ひるた」に改名

2006年 　社名を「株式会社紀伊乃国屋」に変更

2009年 　「紀伊乃国屋　別亭」を新規取得開業

同年 　経営革新計画（中小企業庁）　承認

2012年 　ＩＴ経営実践認定企業（経済産業省）に選定

2013年 　旅行新聞新社主催　選考審査委員特別賞「日本の小宿」に選定（紀伊乃国屋 別亭）

2015年 　旅館「ゆうみ」を開業

2017年 　千葉産業人クラブ主催　第21回千葉県ベンチャー企業経営者表彰「優秀社長賞」を受賞

2018年 　地域未来牽引企業（経済産業省）に選定

2019年 　旅館「さざね」を開業

2020年 　フジサンケイビジネスアイ主催　第26回千葉元気印企業大賞「地方創生賞」を受賞　

2021年 　「ａｍａｎｅ」を開業

2022年 　「ＤＡＮＱＯＯ」を開業

2023年 　「みささ」を開業
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〇事業内容 
・８軒の宿 
紀伊乃国屋は、「安房温泉 紀伊乃国屋」、「紀伊乃国屋 別亭」、「お宿ひるた」、「ゆうみ」、「さざね」、

「ａｍａｎｅ」、「ＤＡＮＱＯＯ」、「みささ」という８軒の宿を運営している。 

漁港の風情や潮騒を感じながらゆったりとした時間が過ごせる「ロケーション」、鮮度抜群の魚介類

や旬の食材をふんだんに取り入れた「食事」、心も体も癒す「天然温泉※」など、当地でしか味わうこと

ができないものを提供することにこだわり、「お客様満足度ＮＯ．１の宿」を目指している。 

純和風旅館の設えはもちろん、東京湾を望むオーシャンビューの客室、海辺の時間をアクティブに満

喫できるコンドミニアム風レジデンスなど、様々なコンセプトに基づいた外観、内装となっている。ま

た、「紀伊乃国屋 別亭」、「お宿ひるた」、「さざね」は、宿泊対象を大人だけに限定し、「ＤＡＮＱＯＯ」

は、愛犬という家族とともに過ごすドッグファーストの施設とするなど、利用客の多様なニーズにも応

えている。そして、館内にはスタッフの手によって生けられた花が飾られ、女性向けに彩り豊かな多数

の色浴衣を用意するなど、細やかなおもてなしの対応にも定評がある。 

利用客からの評判が高いもののひとつが食事である。独自に入札権をもち、地元の勝山漁港、保田漁

港にその日に揚がったばかりの新鮮な魚介類の中から厳選した仕入れを行っている。そのため、刺身の

舟盛りや伊勢海老のお造り、鮑の踊り焼きといった他所ではオプションになりがちなメニューを通常の

料理プランの中に組み込んで提供している。このほか、お米は安房・長狭地区の長狭米やコシヒカリ、

和牛は木更津産の「彩美牛」、地域で採れる新鮮な野菜や果物を取り扱うなど、地産地消へ積極的に取り

組んでいる。 

（※）地下６００ｍから湧出する天然温泉を自家源泉として所有。泉質は、天然アルカリ性単純泉。大

浴場のみならず、貸切風呂や客室専用の露天風呂など、宿ごとに特徴ある風呂を備えている。 

・１軒のサウナカフェ 
完全予約制のプライベートサウナ５室とパノラマビューのオープンカフェを併設する「ゆうみ Ｓａ

ｕｎａ Ｃａｆｅ」では、本格的なセルフロウリュウをはじめ、海を望む外気浴コーナー、鋸山の伏流

水をひいた水風呂を完備している。非日常を愉しむラグジュアリーな設えと、完全貸切のプライベート

感により、多くのサウナーを唸らせる究極の「ととのう」を提供している。 

また、「安房温泉 紀伊乃国屋」と「ａｍａｎｅ」には、エストニア製バレルサウナが付いた特別な客

室を用意するなど、サウナ需要に応える宿づくりにも積極的である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊者数及び客室稼働率

旅館
リゾート
ホテル

旅館
リゾート
ホテル

2021年度
（2021/6/1～2022/5/31）

44,656 80.8 22.8 27.3 25.0 37.4

2022年度
（2022/6/1～2023/5/31）

52,394 82.1 33.1 43.4 35.4 63.9

2023年度
（2023/6/1～2024/5/31）

49,934 74.1 36.7 51.9 33.5 75.9

（注）「観光庁　観光統計　宿泊旅行統計調査」をもとにちばぎん総合研究所が作成

 　　　同調査における調査対象期間は、各年とも1月から12月まで

（注）客室稼働率（％）

全国 千葉
年度

宿泊者数
（人）

客室稼働率
（％）
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 サステナビリティ 
紀伊乃国屋の企業理念は、「人を感動させ、人を

幸せにする」である。自然豊かな景観や海の幸と

いった地域の魅力を前面に打ち出し、ここでしか

味わえないものを提供し続けるこだわりを持つ。

大人専用の宿や愛犬と泊まれる宿、貸切のプライ

ベートサウナなど、趣の異なる宿の運営を通じて、

多様に変化する宿泊客の価値観やライフスタイル

に応え続けている。 

 

 

 

 

 地域社会への貢献 
〇空き家、空き地の有効活用 

地域の空き家をリノベーションし、外観や内装を高級旅館並みに生まれ変わらせている。東京都の

施設として使われていた宿泊施設は、海沿いの物件であったため、景観を売り物にした温泉宿「ゆう

み」として再生した。紀伊乃国屋本館の離れの客室「はなれ橘・はなれ椿」は、古民家を改装した宿

であり、和を基調とした一棟貸切型の施設として人気が高い。今後も空き家や空き地という地域資源

を有効活用し、新たな旅行者の誘客に向けて取り組んでいく。 

 

②環境への貢献 
〇アメニティ類における環境配慮 

宿泊客向けに用意する歯ブラシや石鹸、化粧水などのアメニティ類について、提供方法を工夫して

いる。当初は、客室ごとに客数分だけ設置していたが、施設内に設けたパブリックスペースへの平置

きに変更した。宿泊客が必要とするものを必要な分だけ取ることで、無駄な消耗品の減少につながっ

ている。 

 

〇ＥＶ充電設備の設置 

２０２３年以降、「お宿ひるた」と「ゆうみ Ｓａｕｎａ Ｃａｆｅ」以外の全ての施設に、ＥＶ

充電設備を２基ずつ設置した。「２０３５年までに、乗用車新車販売で電動車１００％（出所：２０５

０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略）」という政府目標では、クリーンエネルギー自

動車の普及と、インフラとしての充電機器等の設置を、車の両輪として進めていくこととしており、

紀伊乃国屋の取り組みは、これに貢献している。 

 

 

 

 

（出所：当社提供資料） 
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③人的資本への取り組み 
〇労働安全衛生 

  労働基準法など法令遵守のうえ、有給休暇の取得や時間外労働の管理を徹底することに加え、健康

診断の受診を推奨している。各店舗の監督者が中心となって勤務シフトを作成しているほか、半休シ

フトや短時間シフトなどのバリエーションを増やすことで、勤務時間の調整に努め、労働災害が発生

しにくい環境づくりを推進している。また、従業員の健康管理においては、健康診断の受診を個別に

メールで呼びかける、上長や支配人との定期的な面談を行う（年１回等、時期を決めて）、業務時間内

に健康診断を受けられる体制づくりなどに取り組んでいく。 

 

〇採用・ダイバーシティ 

真剣に顧客のことを考えて行動でき、「最高のおもてなしを一緒につくりあげることに挑戦してみ

ようと思える人材」を採用している。外国人労働者の雇用を積極的に進めており、２０２４年５月末

時点における全従業員２３９名のうち、外国人が８０名を占める。出身国はネパール、スリランカ、

ベトナムなど様々で、ビザの種類に応じた雇用形態（正社員・パート・アルバイト）となっている。

２０２４年７月には、ベトナムのダナン大学とインターンシップの契約を締結した。旅館業へ従事す

ることに意欲的な人材は、インターンシップ後に正社員として登用することも見込まれる。 

 

〇社内環境整備 

従業員が十二分に力を発揮するために、働きやすい社内環境の整備に注力している。従業員向けの

寮、家賃補助、交通費補助、有給休暇制度などの福利厚生のほか、年二回の賞与支給、年一回の賃金

昇給という報酬体系を整備している。 

２０代の料理長や３０代前半の支配人、外国人のチーフを配属するなど、国籍、性別、年齢に捉わ

れず、やる気や向上心がある人材の積極的な役職への登用を進めている。 
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2. 包括的なインパクト分析 
 

事業活動に対する包括的分析を実施した。紀伊乃国屋の主な事業については、「短期宿泊活動」とし

て整理された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所：ＵＮＥＰ ＦＩ分析ツールをもとにちばぎん総合研究所が作成） 
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ＵＮＥＰ ＦＩが提供する国際的な分析ツールでは、紀伊乃国屋が属する業種のインパクトとして

「健康および安全性」（ポジティブ・ネガティブ）、「文化と伝統」（ポジティブ）、「雇用」（ポジティブ）、

「賃金」（ポジティブ・ネガティブ）、「社会的保護」（ネガティブ）、「零細・中小企業の繁栄」（ポジテ

ィブ）、「水域」（ネガティブ）、「土壌」（ネガティブ）、「生物種」（ネガティブ）、「生息地」（ネガティ

ブ）、「廃棄物」（ネガティブ）が確認された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所：ＵＮＥＰ ＦＩ分析ツールをもとにちばぎん総合研究所が作成） 

インパクトエリア インパクトトピック

ポジティブ ネガティブ ポジティブ ネガティブ

紛争 0% 0% 0% 0% 追加したインパクト

現代奴隷 0% 0% 0% 0%

児童労働 0% 0% 0% 0% 特定しないインパクト

データプライバシー 0% 0% 0% 0%

自然災害 0% 0% 0% 0%

健康および安全性 ― 100% 100% 100% 100%

水 0% 0% 0% 0%

食料 0% 0% 0% 0%

エネルギー 0% 0% 100% 0%

住居 0% 0% 0% 0%

健康と衛生 0% 0% 0% 0%

教育 0% 0% 0% 0%

移動手段 0% 0% 0% 0%

情報 0% 0% 0% 0%

コネクティビティ 0% 0% 0% 0%

文化と伝統 100% 0% 100% 0%

ファイナンス 0% 0% 0% 0%

生計 雇用 100% 0% 100% 0%

賃金 100% 100% 100% 0%

社会的保護 0% 100% 0% 100%

平等と正義 ジェンダー平等 0% 0% 0% 0%

民族・人種平等 0% 0% 0% 100%

年齢差別 0% 0% 0% 0%

その他の社会的弱者 0% 0% 0% 0%

法の支配 0% 0% 0% 0%

市民的自由 0% 0% 0% 0%

健全な経済 セクターの多様性 0% 0% 0% 0%

零細・中小企業の繁栄 100% 0% 100% 0%

インフラ ― 0% 0% 0% 0%

経済収束 ― 0% 0% 0% 0%

気候の安定性 ― 0% 0% 0% 0%

生物多様性と生態系 水域 0% 100% 0% 0%

大気 0% 0% 0% 0%

土壌 0% 100% 0% 0%

生物種 0% 100% 0% 0%

生息地 0% 100% 0% 0%

サーキュラリティ 資源強度 0% 0% 100% 100%

廃棄物 0% 100% 0% 100%

既定値

人格と人の安全保障

資源とサービスの入手可能
性、アクセス可能性、手ごろ
さ、品質

強固な制度・平和・安定

修正
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以下のポジティブ・インパクトについて、修正を行った。 

・業界水準と遜色ない水準の賃金を支給しており、また物価動向や環境変化に合わせた賃上げを柔

軟に対応することから、「賃金」はポジティブ・インパクトとして特定しているものの、ＫＰＩを設定

していない。 

・当社の旅館やサウナ施設へ訪れた顧客には、地元の漁港や農家で採れた食材を用いた料理を提供

しており、施設を利用することにより間接的に地域経済の発展に寄与すると考えられる。本取り組み

は当社の大きな特長であり、今後も継続していくことから、「零細・中小企業の繁栄」はポジティブ・

インパクトとして特定しているものの、ＫＰＩを設定していない。 

・当社は運営する施設の多くにＥＶ充電設備を設置しており、クリーンエネルギー自動車の普及と

インフラとしての充電機器等の設置を推進する政府目標に沿った取り組みといえることから、「エネル

ギー」、「資源強度」のポジティブ・インパクトを追加した。なお、本取り組みは今後も継続していくこ

とからＫＰＩは設定を設定していない。 

 

また、以下のネガティブ・インパクトについて、修正を行った。 

・業界水準と遜色ない水準の賃金を支給していること、また「賃金」のポジティブ・インパクトを

特定していることから、「賃金」はネガティブ・インパクトとして特定していない。 

・従業員寮の提供や家賃補助など充実した福利厚生を提供していることから、「社会的保護」はネガ

ティブ・インパクトとして特定しているものの、ＫＰＩを設定していない。 

・外国人労働者の雇用及び役職への登用に積極的であることから「民族・人種平等」のネガティブ・

インパクトを追加した。 

・当社は、水質汚濁防止法に則った適切な廃水管理を行っているため、「水域」のネガティブ・イン

パクトを特定していない。 

・当社は、既設の建物を改装した宿を中心に運営している。改装にあたっては、土壌や周辺地域に

おける生態系の破壊につながるような開発を行わないよう、法令に則った工事を実施しており、「土壌」、

「生物種」、「生息地」はネガティブ・インパクトとして特定していない。 

・アメニティグッズの提供方法を工夫し、消耗品の消費量を削減するなど、廃棄物の排出量の抑制

に積極的であることから「資源強度」のネガティブ・インパクトを追加した。 
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3. インパクトの拡大・軽減に向けた取り組みとＫＰＩの設定 
 

今回特定されたインパクトの増大・緩和に向けて、紀伊乃国屋は以下の取り組み方針を定め、それぞ

れにＫＰＩを設定した。 

 

インパクト
カテゴリー

インパクト
エリア

インパクト
トピック

インパクト区分 取り組み内容 KPI・目標

健康および
安全性

―

資源とサービ
スの入手可
能性、アクセ
ス可能性、手
ごろさ、品質

文化と
伝統

社会
健康および

安全性
― ポジティブ・インパクト 旅館の利用者数の増加

2027年5月末までに、年間の利用者数55,000人
を達成する
・2021年度（2022年5月期）から2023年度（2024
年5月期）までにおける年間の平均利用者数は
48,994人

社会
健康および

安全性
― ネガティブ・インパクト 安全衛生環境の整備

①2027年5月末までに、健康診断の受診率を
70％以上とする

②融資期間中における労働災害の発生件数を0
件とする

生計 雇用 ポジティブ・インパクト

平等と正義
民族・

人種平等
ネガティブ・インパクト

資源強度

廃棄物

※設定したＫＰＩのうち、目標年度までに達成したものは再度目標を設定する

自然環境
サーキュラリ

ティ
ネガティブ・インパクト

アメニティ類の環境配慮

『アメニティグッズの提供方
法を「各部屋に人数分を設
置」から「施設内パブリックス
ペースへの設置」へ変更す
る』

アメニティ類の消費量について、2026年度
（2027年5月期）までに2023年度（2024年5月
期）比で20％削減する（発注金額ベース）

社会 ポジティブ・インパクト 空き家、空き地の有効活用
2027年5月末までに、新たに2棟を稼働させる
（旅館、サウナなど、事業の用に供する施設を対
象とする）

社会 外国人雇用者数の増加

2027年5月末までに、外国人雇用者数を95名と
する
・2023年度（2024年5月期）の外国人雇用者数
は80名
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本ポジティブ・インパクト・ファイナンスによる紀伊乃国屋の取り組みは、ＳＤＧｓの１７のゴー

ルと１６９のターゲットに以下のように関連している。 
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4. 地域課題との関連性 
  

 ２０２２年度からスタートした千葉県の総合計画「千葉県総合計画 ～新しい千葉の時代を切り開く

～」において「千葉県を取り巻く環境の変化と課題」として挙げられた項目の中には、「半島性の克服と

活用」、「環境保全・持続可能な社会づくり」、「価値観・ライフスタイルの多様化への対応」などがある。 

紀伊乃国屋の事業活動やポジティブ・インパクト・ファイナンスに関わる取り組みは、これらの実現

に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（出所：「千葉県総合計画」をもとにちばぎん総合研究所が作成） 

「千葉県を取り巻く環境の変化と課題」（千葉県総合計画より抜粋） 

１ 感染症・災害等リスクの増大への対応（新型コロナウイルス感染症等の新たな感染症

の脅威、大規模災害等に備えた危機管理対策の推進）

２ くらしの安全・安心の確保（防犯対策の推進、交通安全対策の推進、消費者の安全・安

心の確保）

３ 人口減少・少子高齢化への対応（将来人口推計、高齢化の進行、未来を担う子どもの

育成、都市や集落の機能低下）

４ 社会経済情勢の変化への対応（商工業等をめぐる状況の変化、農林水産業をめぐる

状況の変化、雇用環境の変化、成田空港の更なる機能強化、社会資本の老朽化）

５ 半島性の克服と活用（半島性の克服、半島性の活用、道路や鉄道等交通ネットワーク

の充実、移住・定住の促進）

６ 医療・福祉ニーズの増加と健康志向の高まりへの対応（医療・介護ニーズの増加、福

祉ニーズの増加、健康づくりの推進）

７ 環境保全・持続可能な社会づくり（地球温暖化対策の推進、循環型社会の構築、大気・

水環境の保全、産業廃棄物の不法投棄防止、豊かな自然環境の保全、野生生物の保

護と管理）

８ 価値観・ライフスタイルの多様化への対応（共生社会の実現、多様な人材の活躍や

多様な働き方の実現、文化芸術の継承・創造とスポーツの振興）

９ デジタル社会の推進（デジタル社会の推進）

１０ ＳＤＧｓの推進（ＳＤＧｓの推進）

１１ 行財政改革の推進（県の持続的発展を支える行政運営の推進、厳しい財政状況）
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5. 管理体制 
 

 紀伊乃国屋におけるサステナビリティ管理体制 
紀伊乃国屋では、ポジティブ・インパクト・ファイナンスに取り組むにあたり、代表取締役である

蛭田憲市氏を統括責任者として、自社の事業活動とインパクトレーダー、ＳＤＧｓにおける貢献など

との関連性について検討を行った。 

ポジティブ・インパクト・ファイナンス実行後も、同氏を統括責任者とし、全従業員が一丸となっ

てＫＰＩの達成に向けた活動を推進していく。 

 

統括責任者  代表取締役 蛭田憲市 

 

 千葉銀行によるモニタリング 
本ポジティブ・インパクト・ファイナンスで設定したＫＰＩの進捗状況については、紀伊乃国屋と

千葉銀行、ちばぎん総合研究所の担当者が年に１回以上、定期的な場を設けて情報共有する。 

  



 

 

22 

 

本評価書に関する説明 

 

1. 本評価書は、ちばぎん総合研究所が、千葉銀行から委託を受けて実施したもので、ちばぎん総合研究所が

千葉銀行に対して提出するものです。 

 

2. ちばぎん総合研究所は、依頼者である千葉銀行及び千葉銀行がポジティブ・インパクト・ファイナンスを実行

するうえで、紀伊乃国屋から提供された情報や紀伊乃国屋へのインタビューなどで収集した情報に基づいて、

現時点での状況を評価したものであり、将来における実現可能性、ポジティブな成果・見通しなどを保証するも

のではありません。 

 

3. ちばぎん総合研究所が本評価に用いた情報は、信頼できるものと判断したものではあるものの、その正確

性などについて独自に検証しているわけではありません。ちばぎん総合研究所はこれらの情報の正確性、適

時性、完全性、適合性その他一切の事項ついて、 何ら表明または保証するものではありません。 

 

4. 本評価は、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI)が提唱した PIF 原則及び PIF 実施 ガイド、ESG 

金融ハイレベル・パネルにおいてポジティブインパクトファイナンスタスクフォースがまとめた「インパクトファイナ

ンスの基本的考え方」に則って行っております。 
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